
 

 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  本町の人口は、１９５５（昭和３０）年の１９，８４３人をピークに減少を続け、 

 ２０１５（平成２７）年の国勢調査で７，８１０人となっている。 

  本町の年齢３区分別人口を見てみると、生産年齢人口（１５～６４歳）は、１９ 

 ８０（昭和５５）年の７，４９０人から２０１５（平成２７）年の４，１５６人ま 

 で減少を続けている。今後も減少傾向が続き、２０４０年には２，５０４人にまで 

 減少すると予測されている。 

  老年人口（６５歳以上）は、１９８０（昭和５５）年１，４２０人から２０１０ 

 （平成２２）年の２，６７０人まで増加を続けており、１９９５（平成７）年に 

 は年少人口（０～１４歳）と逆転している。２０２０年をピークに減少に転じる 

 と予測されている。 

  ２０４０年には、老年人口比率が４２．７％へと上昇し、生産年齢人口比率が４ 

 ９．１％に低下することから、老年人口１人を生産年齢人口１．１５人で支えるこ 

 とになる。 

  本町の就業人口は、昭和４０年から昭和５５年までは増加傾向にあったものの、 

 昭和６０年には、人口増加にもかかわらず減少し、平成２年以降は、人口、就業 

 人口ともに減少している。 

  産業別就業人口の動向から産業構造の変化をみると、第１次産業においては、昭 

 和６０年から平成２年までの５年間で約１％低下した後はほぼ横ばいで、その後、 

 平成１７年にやや回復したものの、平成２２年には再び低下している。 

  今後も就業者の高齢化や後継者不足などを理由に、この傾向はさらに進むものと 

 予測される。 

  このような中、町内の中小企業者においても人手不足の課題に直面しており、生 

 産年齢人口が減少傾向である状況を踏まえると、現在の生産力を維持・向上させる 

 ためには、労働生産性を向上させる事が必須である。そのため本計画により中小企 

 業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図ることとする。 

 

（２）目標 

  町内の中小企業者の少子高齢化や人手不足への対応等の厳しい事業環境を乗り 

 越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備に更新する等新たな設備投資 

 により生産性の向上を図る中小企業者を支援し、本町の生産性を押し上げること 

 を目標とする。 

  これを実現するための目標として、計画期間中の「先端設備等導入計画」の認定 



 

件数の目標を３件とし、当該制度の活用促進を図る。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  生産性向上特別措置法第３７条第１項に基づく導入促進基本計画を策定し、中小 

 企業者の先端設備等の導入を促すことで、先端設備等導入計画が認定される事業者 

 の労働生産性が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 本町の産業は、農業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が本町の経済、 

雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要があ 

る。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画において 

対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定 

める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  本計画において対象となる区域は、広域に立地している中小事業者による幅広い 

取組を促すため、本町内における全ての地域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

  本町の産業は、農業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が本町の経 

済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必 

要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

 生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入に 

よる業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等、 

多様である。したがって本計画においては、労働生産性が年平均３％以上に資する 

と見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

  導入促進基本計画の計画期間は、国が本計画を同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

（１）雇用への配慮 

  人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用 

 の安定に配慮するものとする。 



 

（２）健全な地域経済の発展への配慮 

  公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められるものについては先端 

 設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮するものと 

 する。 


